








平成30年度 一 般財団法人日本看護学教育評価機構(JABNE)

高田代表理事より、 日本私立看護系大学協会の大島弓子会長より書面（資料9-1を参照）を受け取ってい
る。 主な内容は次の3つである。

1)「出資したこと（寄付金としてではなく）」を定款に明記してほしい。

2)短期大学の評価について具体的に明確化してほしい。
3)日本私立看護系大学協会から本機構の理事として加入させてほしい。

本機構としてどのように結論をだしまたどのように返答するか、 理事会と評議員会で検討していただきた
い旨の説明がなされた。 また、 顧問税理士、弁護士、 弁護士の紹介で法人設立や登記に詳しい司法書士3名の

専門家にも事前に意見書を頂いている（資料9-2参照）。 理事会ならびに評議員会より次のような意見が出さ
れた。

• 3名の専門家の意見としては、財団法人設立後の寄付を「出資」として取り扱うこと、 またその寄付を定

款に明記することは前例がなく、 法人法にも定義がないため、 できないものと考えられるとのこと。 会計
上は寄付金収入として扱うしかないと思われる。

•寄付（協賛・後援）としてHP等に掲載することは可能ではないだろうか。

•私立大学はJANPUと日本私立看護系大学協会の2つの組織に会費を二重で支払っているという意識がある
ため何らかの形を示せるといいと考えている。（大島評議員より）

・短期大学の評価には日本私立看護系大学協会に加わっていただくのが適切とは検討している。
• 1回の寄付に対して組織のポジションを与える（理事として就任する） というのは、他の業者からの寄付の

ことを考えると財団法人としては適切ではなく難しいのではないか。

・現在の本機構の理事は基本的には評価体制を見込んで、全国の各ブロック毎に選出されているので、寄付し
た機関や団体から理事に選任されるのは適切ではないのではないか。

・理事の選任方法については定款に記載はないが、 規則等で今後定めていく予定である。

・短期大学の評価に、 大学(4年大学）の評価基準を適用していいのか、 という問題になるのではないか。
（大学院の評価についても同様である）

・短期大学を評価の対象にするのは可能ではあるが、 短期大学用の評価基準の策定等もあるため、 本評価の

同時スタ ー トは難しいと思われる。
・短期大学の評価をするということは短期大学も本機構の会員になることを意味するので、 会員規程も変更

する必要がある。

・現在の会員規程案はJANPU会員校(4年制大学）を念頭に作成しているため、それを変更するかどうかは慎
重に決めるべきと考える。

・ 一般的には「大学」には短期大学も含むので、定款を含む規程の全ての箇所を修正する必要はない。

・現段階で確約することはできないが、今後短期大学も評価の対象となり、日本私立看護系大学協会の理事

にも加わっていただくことになると考えている。
・試行評価を実際にやってみないと、 短期大学の評価スタ ー トの時期は現段階では明示できない。

・短期大学、 専門職大学の先生方には、 委員会の委員として加わってもらえたらと期待している。

く結論＞

・「出資金」ではなく、 「寄付金」として取り扱い、 定款には記載せず、 ホ ー ムページその他の報告書に

掲載する。

・短期大学も評価対象として前向きに検討していく。

・ 日本私立看護系大学協会から本機構の理事としてではなく、 委員会の委員 として参加していただく。

1 5. その他

V. 報告と庶務連絡

1. 庶務連絡（名簿一 覧、 JABNE理事会と評議員会のアカウント、 会計の内規について、 その他）
評議員・役員（理事・監事）の名簿やグルー プアドレスの利用方法について綴じたファイルの説明が事務
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局よりなされた。今後は名簿なども含めて定款や本日検討した基本原則等の規程についても、確定できた
ものからファイリングしていき 、本 事務所で保管して 評議員会ならびに理事会でも閲覧できるようにする。
従って、 本ファイルを持ち帰ることも可能であることを確認した。

2.その他
• JABNEのロゴマ ー ク

デザインが決定して現在商標登録として 出願中であり 、このマ ー クは今後は認定マ ー クとして利用
を予定していることが事務局より報告された。

■今後の理事会、総会、その他説明会の開催予定日時
1)日本看護学教育評価機構説明会：2019年3月23日 （土） ＠一橋講堂
2)次回理事会：2019年度第1回理事会： 5月17日（金）13-17時予定
3) 次回評議員会：2019年度定時評議員会： 6月21日（金）14時＠JABNE 事務所

今後の理事会候補日をあげたが、理事会終了後の 2月1 5日（金）に次の開催日と 決定した。
•第2回理事会：9/13（金）13時～17時頃
•第3回理事会：12/6（金）13時～17時頃
•第4回理事会：3/13（金）13時～17時頃

ただし 、3月末の説明会の日程については、JANPUと JANPUAPN認定委員会との調整が必要となるため、
まだ保留とする。候補日としては、3/28（土）、3/29（日）があげられ、JANPUと連続もしくは同日になる
ようにすることを確認した。

以上で平成30年度臨時評議員会が12時35分に終了した。

この議事録が正確であることを証するため 、代表理事、副代表理事および出席監事より以上の議事を認め 、
記名押印する。

..LOI9年 b月,J.... l 日

評議員会議長氏名 ］ゎ

出席理事 （ 代表理事） ..:::z-
氏名 ＼苓
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